
【
被
殺
者
数
1
5
0
S
I
永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
前
の
昭
和
五

0
年
代
に
お
け
る
同

一
被
殺
者
数
・
同

一
類
型
中
の
判
決
順
】

《凡
例
〉

量
刑
事
情
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
。

た
め
、
犯
行
の
目
的
別
に
分
類
し
た
。

永

最
高
裁
に
お
い
て
永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
前
の

昭
和
五

0
年
代
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
一
覧

最
高
裁
に
お
い
て
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
前
の
昭
和
五

0
年
代
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

紹
介
方
法
及
び
凡
例
は
、
こ
れ
ま
で
に
紹
介
し
た

一
覧
と
同
様
と
し
た
。
被
殺
者
数
三
名
以
上
の
事
案
、
被
殺
者
数
二
名
、
被
殺
者
数
一
名
の
事
案
に

分
け
、
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
。
被
殺
者
数
二
名
及
び
被
殺
者
数
一
名
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
死
刑
選
択
基
準
を
考
察
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
と
考
え
た

事
案
の
概
要
は
、
確
定
し
た
判
決
の
判
決
文
に
よ
っ
た
。
審
級
間
で
量
刑
が
異
な
っ
た
事
件
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
、
審
級
ご
と
に
判
示
さ
れ
た

〔
資
料
〕

一
、
紹
介
方
法
及
び
凡
例

田 ニ
四

憲
（八

一
九）

史



【

3
1
5
0
S
l
l
-

【

4
1
5
0
s
_
1】

最
判
昭
五
五
年

―一

月
一
九
日
裁
判
集
刑
ニ
ニ

0
号
八
三
頁

5
0
S
？
水
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
前
の
昭
和
五

0
年
代
に
お
け
る
判
決

二
、
被
殺
者
三
名
以
上
の
事
案

最
判
昭
五
三
年

―一

月
二
八
日
裁
判
集
刑
ニ―

三
号
七
五
九
頁

二
五

強
盗
殺
人
七
件
で
八
人
殺
害。

他
に
強
盗
、
強
盗
未
遂
。
強
盗
殺
人
、
窃
盗
、
詐
欺
な
ど
で
八
回
服
役
。
恵
ま
れ
な
い
家
庭
環
境
、
幼
少
時
か
ら
問

被
告
人
二
名
。
消
火
器
販
売
を
巡

っ
て
雇
主
が
手
数
料
を
支
払
わ
な
い
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
か
ら
主
導
的
な
被
告
人
の
雇
主
一

家
四
名
と
知
人

一
名
を

強
殺
。
他
に
窃
盗
二
件
。
綿
密
周
到
な
計
画
性
。
犯
跡
隠
蔽
の
た
め
、
ガ
ス
放
出
。
共
犯
、
主
導
的
な
被
告
人
が
発
案
、
拒
絶
す
る
従
属
的
な
被
告
人

を
執
拗
に
誘
引
。
主
導
的
な
被
告
人
は
窃
盗
に
よ
り
少
年
院
送
致
、
罰
金
刑

一
回
。
従
属
的
な
被
告
人
は
交
通
違
反
の
罰
金
刑
以
外
前
科
な
し
。
主
導

的
な
被
告
人
は
改
悛
な
し
、
劣
悪
な
家
庭
環
境
。
従
属
的
な
被
告
人
は
反
省
。

一
家
四
人
を
殺
害

（袴
田
事
件
。
静
岡
地
決
平
二
六
年
三
月
二
七
日
公
刊
物
未
登
載
が
再
審
開
始
を
決
定
）。

題
児
。最

高
裁
に
お
い
て
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
前
の
昭
和
五
0
年
代
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧

【

5
_
5
0
s
,
1

】

【

8
1
5
0
s
,
1

】

最
判
昭
五
三
年
四
月

一
七
日
刑
資
ニ
ニ
七
号

一
七
九
頁

最
判
昭
五
四
年

―
二
月
二
五
日
刑
資
ニ
ニ
七
号
二
五
四
頁

L
i
;無
期
懲
役
で
服
役
後
、
仮
出
獄
・
仮
釈
放
中
の
犯
行

J
・
犯
行
当
時
少
年

（八

一
八）



【

2
b
1
5
0
S
_
2】

の
殺
人
は
共
犯
。

【

2
b
1
5
0
s
_
l
-

(b) 

な
し
。

(a) 【

3
1
5
0
S
_
2
_

最
判
昭
五
五
年
四
月
二
五
日
裁
判
集
刑
ニ
―

七
号
六

0
七
頁

三
、
被
殺
者
二
名
の
事
案

に
窃
盗
。
架
空
の
共
犯
者
の
存
在
を
主
張
。

（八

一
七
）

事
業
に
失
敗
し
、
砂
利
採
取
業
を
行
う
資
金
を
暴
力
団
か
ら
調
達
す
る
た
め
の
担
保
を
得
る
た
め
、
時
価
一
億
円
以
上
の
物
件
の
権
利
証
を
強
取
し

よ
う
と
、
売
主
と
そ
の
内
縁
の
妻
を
金
槌
で
殴
打
し
て
殺
害
、
内
縁
の
妻
の
娘
を
細
紐
で
絞
殺
、
金
品
強
取
、
死
体
遺
棄
。
強
取
し
た
預
金
通
帳
を
用

い
て
預
金
を
引
き
出
す
有
印
私
文
書
偽
造
、
同
行
使
、
詐
欺
。
権
利
証
を
用
い
て
自
己
に
登
記
を
移
転
す
る
公
正
証
書
原
本
不
実
記
載
、
同
行
使
。
他

最
判
昭
五
六
年
三
月

一
九
日
裁
判
集
刑
ニ
ニ
―

号

一
四
三
頁

長
年
に
わ
た
っ
て
交
際
し
て
き
た
被
害
者
一
家
三
人
を
強
殺
。
前
科
な
し
。

身
代
金
目
的

保
険
金
目
的

共
犯
者
と
共
謀
し
、
交
通
事
故
を
偽
装
し
て
保
険
金
を
詐
取
す
る
目
的
で
知
人
を
殺
害。

別
の
知
人
を
強
殺
、
死
体
遺
棄
。
計
画
性
。
保
険
金
目
的

最
判
昭
五
六
年
六
月
二
六
日
裁
判
集
刑
ニ
ニ
ニ
号
六
六
三
頁

実
姉
と
共
謀
し
、
保
険
金
目
的
で
交
通
事
故
死
に
仮
装
し
て
実
母
を
殺
害
、
保
険
金
詐
取
。
殺
害
を
口
外
し
な
い
よ
う
妻
を
絞
殺
。
計
画
性
。

関
法
第
六
四
巻

二
号

二
六



【

2
d
_
5
0
s
_
2
_

【

2
d
1
5
0
S
I
1】

④

性

的

目

的

最
判
昭
五
三
年

一
月
二
六
日
刑
資
ニ
ニ
七
号

一
九
四
頁

最
判
昭
五

0
年

一
0
月
三
日
刑
資
ニ―

六
号
四
ニ
ニ
頁

若
い
夫
婦
を
強
殺
。
計
画
性
。
不
遇
な
生
い
立
ち
。

【

2
C
1
5
0
s
_
2】

そ
の
他
の
利
欲
目
的

窃
盗
の
被
害
者
宅
に
服
役
後
に
お
詫
び
に
赴
い
た
と
こ
ろ
相
手
に
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
立
腹
し
、
所
携
の
手
拭
で
絞
殺
、
現
金
強
取
、
死
体
遺
棄
。

旅
館
で
金
員
を
窃
取
し
よ
う
と
考
え
、
発
見
さ
れ
た
場
合
に
は
強
盗
を
働
く
意
図
で
旅
館
に
忍
び
込
み
、
発
見
さ
れ
た
た
め
、
細
紐
で
女
性
を
絞
殺
、

金
品
強
取
、
死
体
損
壊
、
死
体
遺
棄
。
他
に
詐
欺
四
件
。
旅
館
の
事
件
に
つ
い
て
周
到
な
計
画
性
。
強
盗
、
窃
盗
、
詐
欺
で
二
回
服
役
。
無
罪
主
張
、

改
悛
な
し
。

共
犯
者
と
た
ま
た
ま
見
掛
け
た
女
性
を
強
姦
し
よ
う
と
共
謀
し
、
同
伴
し
て
い
た
男
性
に
暴
行
す
る
も
抵
抗
・
逃
走
さ
れ
た
た
め
登
山
用
ナ
イ
フ
で

滅
多
突
き
し
て
失
血
死
さ
せ
る
。
女
性
を
強
姦
し
、
犯
行
発
覚
を
防
止
す
る
た
め
、
革
バ
ン
ド
と
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
で
絞
殺
、
死
体
遺
棄
。
共
犯
、
終
始

主
導
的
積
極
的
役
割
、
共
犯
者
の
制
止
を
振
り
切
り
、
指
示
、
誘
引
。
共
犯
者
は
無
期
懲
役
と
懲
役
―

二
年
。
殺
人
未
遂
、
傷
害
な
ど
で
七
回
有
罪
判

決
、
う
ち
四
回
服
役
、
少
年
時
に
強
制
わ
い
せ
つ
で
保
護
観
察
。
暴
力
団
構
成
員
の
経
験
あ
り
。

同
性
愛
行
為
を
強
要
し
よ
う
と

―二
歳
男
児
を
工
場
の
材
料
置
場
に
連
れ
込
ん
だ
と
こ
ろ
、
叫
ば
れ
た
た
め
、
紙
紐
で
絞
殺
。
同
じ
目
的
で
八
歳
男

児
を
誘
拐
し
た
と
こ
ろ
、
抵
抗
さ
れ
た
た
め
、
所
携
の
ナ
イ
フ
で
刺
殺
、
男
児
の
陰
茎
を
所
携
の
ガ
ス
ラ
イ
タ
ー
で
焼
損
。
い
ず
れ
も
訴
外
の
死
体
遺

最
高
裁
に
お
い
て
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
前
の
昭
和
五

0
年
代
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧

【

2
C
1
5
0
s
_
1】

(c) 

最
判
昭
五
五
年

―一

月
六
日
裁
判
集
刑
ニ
ニ

0
号
六
三
頁

最
判
昭
五
三
年
六
月
二
二

日
刑
資
ニ
ニ
七
号

一
〇
七
頁

二
七

（八

一
六）



【

2
e
1
5
0
S
I
2】

棄
。
慰
謝
の
措
置
な
し
。
不
幸
な
家
庭
環
境
、
軍
隊
上
官
に
よ
る
同
性
愛
行
為
の
強
要
。
反
省
。

一
過
性
の
偶
発
的
機
会
的
犯
行
で
は
な
い
こ
と
、
い

（八
一
五
）

民
宿
に
宿
泊
し
た
際
、
置
時
計
で
頭
部
を
殴
打
し
て
失
神
さ
せ
て
経
営
者
の
妻
を
強
姦
し
、
電
気
コ
ー
ド
で
絞
頸
し
て
殺
害
。
同
女
の
生
後
二
か
月

妻
と
の
不
仲
の
原
因
が
妻
の
家
族
に
あ
る
と
邪
推
し
、
妻
の
家
族
を
皆
殺
し
に
し
よ
う
と
考
え
、
妻
の
母
と
弟
を
所
携
の
料
理
用
包
丁
で
刺
殺
、
妻

の
父
を
刺
殺
し
よ
う
と
す
る
も
未
遂
。
他
に
窃
盗
四
件
。
妻
と
の
不
仲
は
被
告
人
の
乱
暴
が
原
因
。
交
通
事
犯
以
外
の
前
科
な
し
。
反
省
。

不
倫
相
手
の
女
性
に
復
縁
を
迫
っ
て
も
叶
わ
ず
、
同
女
の
子
を
人
質
に
と
っ
て
面
談
を
し
よ
う
と
考
え
、
不
倫
相
手
宅
に
赴
き
、
そ
の
子
を
殴
打
し

た
と
こ
ろ
、
そ
の
反
応
が
気
に
食
わ
な
か
っ
た
た
め
、
タ
オ
ル
で
絞
殺
。
不
倫
相
手
を
殺
害
す
べ
く
待
ち
構
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
同
女
の
夫
が
帰
宅
し

た
た
め
、
用
意
し
て
い
た
パ
ン
切
り
用
包
丁
で
刺
殺
。
同
女
が
帰
宅
し
た
と
こ
ろ
を
菜
切
包
丁
で
切
り
付
け
、
殺
人
未
遂
。
他
に
窃
盗
。
脅
迫
的
言
辞

に
よ
り
復
縁
を
迫
っ
て
脅
迫
．
傷
害
等
で
罰
金
刑
、
警
察
官
の
注
意
を
何
度
も
受
け
る
。
第

一
審
は
、
①
殺
害
を
当
初
か
ら
計
画
し
て
お
ら
ず
、
偶

発
的
犯
行
で
あ
る
こ
と
、
②
不
倫
相
手
が
優
柔
不
断
な
態
度
で
不
倫
関
係
を
解
消
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
原
因
が
あ
り
、
同
女
に
責
任
の
一
端
が
あ

る
こ
と
、
③
反
省
悔
悟
し
て
い
る
こ
と
、
④
懲
役
前
科
が
な
い
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
無
期
懲
役
を
言
渡
し
た
。
控
訴
審
は
、
田
不
倫
相
手
は
強

引
に
ホ
テ
ル
に
連
れ
込
ま
れ
不
本
意
な
肉
体
関
係
を
結
ば
さ
れ
た
後
、
既
婚
者
と
い
う
弱
い
立
場
か
ら
不
本
意
な
関
係
を
続
け
て
い
た
も
の
で
、
不
倫

相
手
を
強
く
責
め
る
の
は
酷
で
あ
る
こ
と
、
間
殺
害
の
動
機
に
酌
量
の
余
地
が
な
い
こ
と
、
い

【

2
e
1
5
0
S
l
l】

い

愛

憎

ほ

か

の
乳
児
も
同
様
に
殺
害
。
同
種
前
科
、
類
似
前
科
あ
り
。

【

2
d
,
5
0
s
,
3】

最
判
昭
五
四
年
四
月
一
七
日
刑
資
ニ
ニ
七
号
二
七
八
頁
《
第
一
審
無
期
懲
役
》

最
判
昭
五
二
年
四
月
二
六
日
刑
資
ニ
ニ
七
号
四
一
頁

最
判
昭
五
五
年
三
月
―

一
日
裁
判
集
刑
ニ―

七
号
一
八
三
頁

関

法

第

六

四

巻

二

号

ニ
八



犯
行
態
様
が
残
忍
で
あ
る
こ
と
、
い
犯
行
結
果
が
重
大
で
あ
る
こ
と
、
（
被
害
者
と
被
害
者
遺
族
が
厳
罰
を
望
ん
で
い
る
こ
と
、
①
慰
謝
の
措
置

が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
印
第
一
審
結
審
後
に
弁
論
再
開
申
請
を
行
な
っ
て
自
白
の
撤
回
を
図
ろ
う
と
し
て
お
り
、
真
摯
に
反
省
し
て
い
る
と

拳
銃
奪
取
目
的

身
代
金
目
的

四
、
被
殺
者

一
名
の
事
案

最
判
昭
五
二
年
―

二
月
二
0
日
裁
判
集
刑
二
0
八
号
五
二
九
頁
(
【
J
l
_
9】
)

二
九

女
優
や
女
性
歌
手
を
誘
拐
し
て
身
代
金
を
得
る
た
め
、
そ
の
手
段
と
し
て
質
屋
の
子
を
誘
拐
し
て
身
代
金
を
拐
取
し
よ
う
と
、
六
歳
男
児
を
手
拳
で

殴
打
し
て
拐
取
し
、
公
衆
便
所
に
連
れ
込
む
も
大
声
で
叫
ば
れ
た
た
め
約

一
0
分
後
に
く
り
小
刀
で
刺
突
し
、
失
血
死
さ
せ
、
死
体
遺
棄
。
殺
害
約
三

時
間
後
に
身
代
金
を
要
求
。
蓋
然
的
な
殺
意
が
生
じ
た
の
は
犯
行
二
日
前
。
身
代
金
の
使
途
ま
で
考
え
た
計
画
性
。
社
会
的
影
響
、
模
倣
性
・
伝
播
性
。

他
に
現
住
建
造
物
等
放
火
未
遂
、
身
代
金
目
的
拐
取
予
備
、
器
物
損
壊
、
恐
喝
未
遂
。
犯
行
当
時

一
九
歳
。
比
較
的
恵
ま
れ
た
家
庭
環
境
。
当
初
深
い

反
省
な
し
。

最
高
裁
に
お
い
て
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
前
の
昭
和
五
0
年
代
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一覧

【

1
a
1
5
0
S
I
1
J】

(a) 

な
し
。

ぃ

そ

の

他

な
し
。

(£) 

は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
死
刑
を
言
渡
し
た
。

（八

一
四）



【

l
e
1
5
0
S
l
l
L
i】

い

愛

憎

ほ

か

な
し
。

④

性

的

目

的

【

l
C
1
5
0
S
I
2

】

【

1
C
1
5
0
s
_
1】

(c) 

保
険
金
目
的

最
判
昭
五
四
年
七
月

一
0
日
刑
資
ニ
ニ
七
号
三
―
―

頁

最
判
昭
五

0
年
五
月
二
七
日
裁
判
集
刑
一
九
六
号
四
九

一
頁

（八

一
三
）

保
険
金
目
的
で
内
縁
の
妻
の
弟
に
青
酸
化
合
物
を
服
用
さ
せ
、
中
毒
死
さ
せ
る
。
内
縁
の
妻
が
単
独
又
は
被
告
人
と
相
談
の
上
で
契
約
し
た
老
夫
婦

を
被
保
険
者
と
す
る
生
命
保
険
金
を
得
よ
う
と
、
老
夫
婦
を
所
携
の
根
棒
で
乱
打
し
た
殺
人
未
遂
。
他
に
内
縁
の
妻
の
弟
の
生
命
保
険
契
約
を
不
正
に

行
な
う
有
印
私
文
書
偽
造
、
同
行
使
各
二
件
。
博
打
で
借
金
。
改
悛
の
情
な
し
。

そ
の
他
の
利
欲
目
的

強
殺
目
的
で
住
居
に
侵
入
し
て
緊
縛
し
、
金
員
奪
取
、
ベ
ル
ト
芯
用
の
紐
で
高
齢
女
性
を
絞
殺
、
そ
の
孫
の
妻
を
絞
殺
し
よ
う
と
す
る
も
未
遂
。
孫

の
妻
に
対
す
る
強
盗
強
姦
未
遂
。
登
山
用
ナ
イ
フ
を
購
入
、
数
日
間
犯
行
先
を
執
拗
に
物
色
し
た
末
の
犯
行
、
計
画
性
。
犯
行
中
に
酒
食
の
接
待
を
さ

せ
る
。
他
に
窃
盗
二
件
。
職
場
を
転
々
。
道
路
交
通
法
違
反
で
罰
金
刑
、
窃
盗
の
非
行
歴
あ
り
。
反
省
な
し
。
母
が
精
神
分
裂
病
に
罹
患
し
て
不
遇
な

家
庭
環
境
。

最
判
昭
五
六
年
六
月

一
六
日
裁
判
集
刑
ニ
ニ
ニ
号
二

五

一
頁

一
人
暮
ら
し
の
高
齢
女
性
を
強
姦
、
角
材
で
頭
部
や
顔
面
を
乱
打
し
て
撲
殺
、
金
員
を
強
取
。
殺
人
と
強
盗
を
含
む
前
科
六
犯
。

【

1
b
,
5
0
s
_
1】

(b) 

最
判
昭
五

一
年
四
月

一
日
裁
判
集
刑
二
0
0
号
一
頁

関

法

第

六
四
巻

二
号

三
〇



(f) 

よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
す
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。

＊
本
研
究
は
、

な
し
。

い

そ

の

他

な
し
。

暴
力
を
嫌
っ
て
家
出
し
た
妻
の
所
在
を
妻
の
姉
夫
婦
か
ら
無
理
に
で
も
聞
き
出
そ
う
と
考
え
、
住
居
に
侵
入
し
て
妻
の
姉
を
縛
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、

抵
抗
さ
れ
た
た
め
、
所
携
の
出
刃
包
丁
で
刺
突
す
る
殺
人
未
遂
。
駆
け
付
け
た
同
女
の
夫
を
刺
殺
。
同
人
ら
の
子
二
人
を
刺
突
す
る
殺
人
未
遂
。
殺
害

現
場
近
隣
の
物
置
小
屋
へ
の
非
現
住
建
造
物
等
放
火
。
他
に
傷
害
。
実
質
的
に
は
計
画
性
あ
り
。
傷
害
な
ど
で
服
役
、
強
盗
殺
人
な
ど
で
無
期
懲
役
、

仮
出
獄
中
の
犯
行
。
被
害
感
情
厳
し
い
。
改
善
可
能
性
な
し
。
恵
ま
れ
な
い
家
庭
環
境
、
教
護
院
で
成
長
。

拳
銃
奪
取
目
的

一
般
財
団
法
人
司
法
協
会
平
成
二
四
年
度
研
究
助
成
「
日
本
に
お
け
る
死
刑
の
実
際
1

死
刑
選
択
基
準
及
び
死
刑
執
行
ー
」
に

最
高
裁
に
お
い
て
永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
前
の
昭
和
五
0
年
代
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
一
覧

一
応
の
反
省
。（八

―
二
）


